
令和３年度 商工高等学校 不祥事ゼロプログラム 

 

商工高等学校は、事故・不祥事の発生をゼロにすることを目的として、次のとおり不祥事ゼ 

ロプログラムを定める。 

 

１ 実施責任者 

商工高等学校の事故・不祥事ゼロプログラムの実施責任者は校長とし、副校長・教頭がこれ 

を補佐する。 

２ 目標及び行動計画 

① 法令遵守意識の向上（法令の遵守、服務規律の徹底） 

ア 目標 

公私を問わず高い倫理意識を求められる公務員として、県民の信頼を損なわないよう 

不祥事の根絶を目指す。 

イ 行動計画 

事故防止会議等で注意喚起をして、教育公務員としての自覚を高める。 

② 職場のハラスメント（パワハラ、セクハラ、マタハラ等）の防止 

ア 目標 

ハラスメント防止意識を向上させ、同行為を未然に防止する。 

イ 行動計画 

日常的に職員の意識啓発を図るとともに、職員啓発点検資料等をもとに、事故防止会 

議を行う。 

③ 生徒に対するわいせつ・セクハラ行為の防止 

ア 目標 

  生徒に対するわいせつ・セクハラ行為の防止意識を確立する。 

イ 行動計画 

  生徒と接する場面では常に複数で対応するとともに、事故防止会議で常に意識を醸成す 

る。 

④ 体罰・不適切な指導の防止 

ア 目標 

生徒の人権に配慮し、体罰・不適切指導を未然に防止する。 

イ 行動計画 

生徒指導に関する情報交換を密に行い、職員の意識啓発を図り、啓発点検資料等をも 

とに研修会を実施し、体罰・不適切指導の根絶を図る。 

⑤ 入学者選抜、成績処理及び進路関係書類の作成及び取扱いに係る事故防止 

ア 目標 

入学者選抜、成績処理及び進路関係書類の作成及び取扱いにおいては、責任を明確に 

し、チェック体制を確立させる。 

イ 行動計画 

  常に複数の目でいろいろな角度からチェックし、過ちを通過させない意識を継続させ 

る。 



⑥ 個人情報等の管理・情報セキュリティ対策 

ア 目標 

個人情報の適切な取扱いに努め、流失を未然に防止する。 

イ 行動計画 

個人情報の学校外持ち出しの際「個人情報校外持ち出し許可願」の提出と直帰を厳守 

する。 

⑦ 交通事故防止、酒酔い・酒気帯び運転防止、交通法規の遵守 

ア 目標 

道路交通に関する法定を遵守し、酒酔い・酒気帯び運転及びこれらによる交通事 

故の防止を図る。 

イ 行動計画 

事故防止会議を実施し、職員の意識啓発に努める。 

⑧ 業務執行体制の確保等（情報共有、相互チェック体制、業務協力体制） 

ア 目標 

法令・マニュアル等の諸規定に基づき、日常の点検やチェックを行い、適正に業 

務を遂行する。 

イ 行動計画 

職務遂行について管理監督者への「報告・連絡・相談」を意識し、不祥事の未然 

防止を図る。 

⑨ 財務事務等の適正執行 

ア 目標 

諸規定に基づき、適正な業務を遂行する。 

イ 行動計画 

    事故防止会議を実施し、職員全体の意識を向上させる。 

３ 学校独自目標 

① 健康面など指導上配慮を要する生徒への適切な対応 

ア 目標 

指導上配慮を要する生徒に対して、個々の状態に合わせて適切に対応する。 

イ 行動計画 

適時に健康上配慮を要する生徒の状況を共有し、対応方法を周知する。 

４ 検証 

（１）第１回検証 

２に規定する行動計画について、10 月下旬までに実施状況を確認し、未実施あるいは 

不適切な事例があった場合は、12月中に補完措置を講ずる。また、各目標の達成に向 

けて行動計画を修正する必要がある場合には、必要な修正を行う。 

（２）最終検証 

２に規定する行動計画について、３月に実施状況を確認するとともに、各目標達成につ 

いての自己評価を行う。その結果、新たな目標設定を行ったうえで、次年度における不 

祥事ゼロプログラムを策定する。 


